
目的・趣旨｜ 
長年、視覚障害のある人の読書には、点字図

書や録音図書が用いられてきました。それらは

印刷された図書(墨字本)に比べ数が少なく、特

に大学の学修に使用する学術書は、「点字で読

みたい」という希望があっても、点字図書があ

るとは限りませんでした。視覚障害のある人が

図書館で本を読む、それも学術書を読むことに、

これまで大きな不便さがありました。 

そのような中、2009 年に著作権法が改正さ

れ、大学図書館でできるサービス範囲が広がり

ました。以前の著作権法では、大学図書館が許

諾を得ずにできることは、墨字本を点字にする

ことのみでした。しかしこの改正によって、大

学図書館においても利用者の求めに応じて、録

音図書や拡大図書の作成、また、テキストデー

タの作成ができるようになりました。 

テキストデータ作成が可能になったことに

よって、学術書及び一般書が、それまでとは格

段に早く便利に利用できるようになりました。 

この著作権法改正を受けて、本学では“誰も

が使いやすい大学図書館”を目指し、「図書館資

料テキストデータ貸出」を 2011 年度から開始

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
実施内容｜ 
 「図書館資料テキストデータ貸出」は、視覚

等に障害のある学生向けに、図書の内容を抽出

し、テキストデータ化して貸出をするサービス

です。テキストデータにすることで、【点字プ

リンター】での点字印刷や、【点字ディスプレ

イ】という機器での点字表示ができます。さら

に、【音声読み上げソフト】を使ってコンピュ

ータの画面を音声で聞いて読むことができる

ようになります。 

■テキストデータの入手・作成 

 利用者の依頼を受けて、テキストデータの入

手・作成を始めます。テキストデータの入手に

あたり、以下の３つのいずれかの方法を取って

います。 

 ①出版元に交渉し無償で提供を受ける。 

 ②出版元からテキストデータを購入する。 

 ③自館で職員が作成する。 

 まず、データ提供の協力が得られないか出版

元に交渉しています。自館作成の場合は、資料

をスキャンしＯＣＲ処理した画像からテキス

トデータを抽出します。その後、図書館職員が

原本とデータを照らし合わせ、校正します。デ

ータの校正は、図書館職員誰もが分担できるよ

うにしています。 

｢視覚障害があっても本を自由に読みたい！｣を実現 

“誰もが使いやすい大学図書館”を目指し－ 

図書館資料テキストデータ貸出 

 ルーテル学院大学

図書館ウェブサイトも便利に使いやすく 

音声読み上げに対応した「テキスト表示」 

「テキストデータ貸出」のボタンを掲載しています。 

テキストデータ貸出用 CD-R 
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■テキストデータの利用 

 図書館ウェブサイトの音声読み上げに対応

したページから所蔵資料の検索ができます。

「貸出可能テキストデータ一覧」にあるデータ

は完成済みなので、すぐに貸出ができます。 

 館内では、音声読み上げソフトをインストー

ルしたノートパソコンの貸出をしており、音声

読み上げによって図書館資料やウェブサイト

の利用ができます。 

■学内協力体制 

 学内協力体制を整え、相互に連携を行ってい

ます。例えば、「図書館資料ならば図書館へ」「授

業で使用している教材は、担当教員や障がい学

生コーディネータへ」といった、利用者が資料

の入手に困った際に、誰に相談するのが良いか

案内できるようにしています。 

 

実施成果｜ 

利用者の求めに応じて入手・作成されたテキ

ストデータは 2015 年 5 月現在 29 タイトルと

なり、貸出が可能です（内、10 タイトルが自

館作成のものです）。 

社会福祉士・精神保健福祉士の国家試験に向

けて、試験勉強にこれらのテキストデータを利

用した学生がいます。そして、複数名が合格し

ました。 

 また、図書館利用ガイダンスを通してサービ

スが周知され、利用が定着してきました。これ

まで視覚に障害があるため、図書館をあまり利

用しなかった学生も、図書館に足を運ぶ機会が

増え、個人の学修や、学生同士のディスカッシ

ョンに図書館を活用している様子が見られま

す。 

 

今後の展開・課題｜ 
 今後は、より学内へのサービスの周知を行い、

障がい学生支援に関わる教職員との連携を深

めていきたいと考えています。また、学生と協

働でテキストデータ作成を行うことも期待さ

れます。 

 さらに、学術書や国家試験関連書が多く使わ

れており、同様のサービスを行っている他大学

との連携ができればと考えています。 

 特別なサービスとしてではなく、“誰もが使

いやすい大学図書館”を目指し、サービスを展

開していきたいと考えています。 

 
参考文献・URL｜ 
・ ルーテル学院大学図書館 

http://www.luther.ac.jp/guide/affiliate

/library/ 

・ 図書館資料テキストデータ貸出利用案内 

http://www.luther.ac.jp/guide/affiliate

/library/text/data.html 

・ 貸出可能テキストデータ一覧 

http://www.luther.ac.jp/guide/affiliate

/library/text/datatxt.html 

・ 平成 21 年通常国会 著作権法改正等につ

いて（文化庁） 

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chos

akuken/hokaisei/h21_hokaisei/ 
 
連絡先｜ 
ルーテル学院大学図書館 

障がい学生サービス担当 

〒181-0015 東京都三鷹市大沢 3-10-20 

TEL: 0422-31-4814 
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